
送
達
が
あ
っ
た
と
み
な
す
日

交
付
場
所

年
度

種
別

文
京
区
告
示

第

目―-(
+
u（
号

別
紙
記
載
の
者
に
つ
い
て 、

文
京
区
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
二
条
及
び
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
は 、

住
所
及
び

居
所
が
不
明
の
た
め
送
達
不
能
で
あ
っ
た 。

よ
っ
て 、

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
十
二
条
の
準
用
規
定
に
基
づ
き 、

地
方
税
法
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
公
示
送
達

す
る 。な

お 、

本
通
知
書
は 、

本
職
に
お
い
て
保
管
し 、

送
達
を
受
け
る
者
か
ら
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
は 、

こ
れ
を
交
付
す
る 。

令
八
年
七
月
三
日

文
京
区
長

＝修ーー一・

こぺ｀｀廿
1岳言こ］l

、I

筈戸言

令
和
八
年
七
月
十
日

文
京
区
役
所

国
保
年
金
課

令
和
七
年
度
相
当
分

文
京
区
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
二
条
及
び
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
書

成

澤

廣



公示送達書

文京区後期高齢者医療に関する条例施行規則第二条の規定による通知書

送付する書類の保管場所 国保年金課

番号 被保険者氏名 相当年度（令和）

原 信行

以下余白



公示送達書

文京区後期高齢者医療に関する条例施行規則第七条の規定による通知書

送付する書類の保管場所 国保年金課

番号 被保険者氏名 相当年度（令和）

太田 三佐子

以下余白




